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１  制度の趣旨 

こ の制度は、 令和３ 年度から ス タ ート し た、 かながわ西エリ アの活性化について議論

する 「 未来ミ ーティ ン グかながわ」 において、 地域活性化のアイ デアを ご提案いただい

た方々が、 自ら そのアイ デアを実施する こ と で、 地域の課題を 解決する こ と によ り 、 更

なる 地域の活性化を目指すも のです。  

県は、 未来ミ ーティ ングかながわの参加者（ 今後参加予定の方を 含む） から 、 提案事

業を募集し 、 審査を経て採択し た事業について、 事業費の一部を 負担する こ と で、 地域

活性化に取り 組む皆さ んが自ら の手で行う 事業を支援し ま す。  

 

２  提案事業の募集 

（ １ ） 提案者の資格 

「 未来ミ ーティ ングかながわ」 に参加し ている 方（ 今後参加予定の方を 含む） で、

以下に該当する 方。 ま た、 複数の方が共同で提案する こ と も 可能です。  

ア 個人 

イ  団体等 

法人格を持つ団体、 企業、 大学（ 学科、 研究室、 ゼミ 等。 複数の学科等の協

働実施も 可） 、 任意団体など 、 事業の実施が確実に見込める も の。 ただし 、 国、

県、 市町村、 一部事務組合等の公の団体は除く 。 （ 神奈川県や市町村から 事業

費補助など を 受けている 団体のみで構成さ れる も のについては、 別途ご相談く

ださ い。 ）  

    ※少なく と も 提案を 提出する ま でには、 「 未来ミ ーティ ン グかながわ」 に参加し

ている こ と が必要です。  

    ※団体等の場合、 団体又は代表者若し く は提案に係る 責任者が、 「 未来ミ ーティ

ングかながわ」 に参加し ている こ と が必要です。  

    ※こ れ以外に、 以下の「 必要な資格要件」 を 全て満たす必要があり ま す。  

（ 必要な資格要件）  

ア 神奈川県が措置する 指名停止期間中の者でないこ と 。  

イ  本業務への協力を行う ための安定的かつ健全な財務体質を有する こ と 。  

ウ  地方自治法施行令第 167 条の４ の規定（ 成年被後見人、 被保佐人、 被補助人、 破産者で

復権を得ない者等） に該当する 者でないこ と 。  

エ 過去２ 年以内に手形交換所の取引停止処分を受けている 者でないこ と 。  

オ 過去６ ヶ 月以内に不渡手形又は不渡小切手を出し ている 者でないこ と 。  

カ 債務不履行によ り 、 所有する 資産に対し 、 仮差押え、 保全差押え又は差押えの命令及び

競売手続の開始決定を受けている 者でないこ と 。  

キ 住民税、 事業税、 消費税、 地方消費税を滞納し ている 者でないこ と 。  

ク  神奈川県暴力団排除条例第 10 条の規定に基づき 、 暴力団員によ る 不当な行為の防止等

に関する 法律に規定する 暴力団員、 暴力団でないこ と 。 ま た、 団体の場合は、 構成員に

こ れら を含ま ないこ と 。  
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（ ２ ） 事業実施主体 

原則と し て提案し た者が事業を実施し ま す（ 事業を 実施する 者を、 以下「 事業実施

者」 と いいま す。 ） 。 ま た、 複数の主体と 連携し て、 事業を 実施する こ と も でき ま す。

ただし 、 事業の主たる 部分ではない部分については委託等を する こ と も 可能です。 委

託する 場合、 委託業者も 上記の「 必要な資格要件」 を満たし ている 必要があり ま す。  

（ ３ ） 対象と なる 事業 

ア 事業の種別 

以下のいずれか又は両方に該当する 事業と し ま す。 なお、 調査・ 研究のみの事業

は対象外です。  

ま た、 こ の事業によ る 県負担金以外に、 県の財政的支援等を 受けた（ 受ける 予定

を 含む） 事業は対象外です。  

( ｱ)  地域のつながり を 生かし た課題対応力の向上が期待でき る 新たな事業 

    地域活性化のための課題解決に向けて、 地域の複数の主体が連携し て行う 事

業で、 かつ、 今後も 継続的に実施する こ と を 目指し て、 試行的な事業など で、

新たに取り 組むも の。  

( ｲ)  県西地域全体の課題に効果が見込ま れる 新たな事業 

県西地域活性化プロ ジェ ク ト の重点的な取組である 「 移住・ 定住の促進」 、

「 関係人口の創出」 、 「 交流人口の増加」 の効果が期待でき る 事業で、 新たに

取り 組むも の。  

  イ  事業の対象地域 

   〇 事業の対象地域（ 効果が期待でき る 地域） は、 小田原市、 南足柄市、 中井町、

大井町、 松田町、 山北町、 開成町、 箱根町、 真鶴町、 湯河原町の２ 市８ 町のいず

れか複数の市町を含む地域と し てく ださ い。 ま た、 事業の対象がこ の地域であれ

ば、 具体の実施場所が、 こ れら の地域である 必要はあり ま せん。  

  ウ  こ れま での提案型事業（ 「 県西地域大学提案事業」 を含む） と の関係 

○ 令和４ 年度の本事業（ 地域活性化のための提案型事業） の採択事業、 平成 28、

29、 30、 令和元年度の「 県西地域大学提案事業」 の採択事業及び平成 27 年度に

実施し た「 地方創生大学連携事業」 の採択事業については、 原則と し て対象外と

し ま す。 ただし 、 それら を 土台と し て、 新たに実施する 事業がある 場合は、 その

新規事業分については対象と し ま す。  

（ ４ ） 事業の実施期間 

令和６ 年３ 月８ 日（ 金） ま で 

（ ５ ） 提案募集期間 

○ 第１ 期募集開始 令和５ 年５ 月９ 日（ 火） から  

○ 第１ 期募集締切 令和５ 年６ 月８ 日（ 木） 17 時ま で 

○ その後は、 予算枠の範囲内で、 随時募集を受け付けま す。  

  



3 

 

３  事業費負担の考え方 

○ 県は、 提案事業を 実施する ために必要と なる 経費のう ち、 「 専ら 事業実施のために

必要な経費以外の事務消耗品、 光熱水費等など の経常的な経費」 等の間接経費を 除い

た経費（ 総事業費） の一部を負担し ま す。  

○ 県負担額は、 １ 事業 50 万円を 上限と し ま す。 （ 県の負担割合は、 労務費換算額を

含めた総事業費の８ 割以上と なら ないも のと し ま す。 ）  

 

総事業費 

県負担（ 最大50万円）  【 直接経費のう ち、 県が認める も の】  

事業実施者が負担 
【 労務換算額】  

【 直接経費のう ち、 県負担額以外】  

間接経費  専ら 事業実施のために必要な経費以外の事務消耗品、 光熱水費等 

 

（ 用語の説明）  

（ １ ） 直接経費 

臨時雇賃金（ 厚生福利費含む） 、 外部講師謝金、 旅費交通費、 印刷製本費、 会

議室等使用料、 通信運搬費、 消耗品費、 委託費、 保険料、 その他事業に直接要す

る 経費で県が認める も の。  

ただし 、 次の経費は県負担額に含める こ と はでき ま せん。  

＜県負担額に含めない直接経費＞ 

・  会議等での飲食費 

・  事業実施期間外の経費 

・  パソ コ ン購入経費（ 事業遂行に必要不可欠と なる 説明が可能なも のを 除く ）  

・  県負担額の１ ／２ を 超える 施設の改修経費・ リ ース 経費、 備品費等のハー

ド 事業経費 

・  他の補助金・ 協賛金等の収入を 充当する 経費 

・  その他支出の根拠が確認でき ない経費 

（ ２ ） 労務換算額 

事業実施者の労務換算額は、 最低賃金法によ り 、 神奈川県に適用さ れる 最低賃

金を 基礎と し て算定し ま す。 令和５ 年５ 月９ 日現在、 神奈川県に適用さ れている

額は、 1, 071円です。  

なお、 業務に従事し た時間については、 証明する 書類の提出が別途必要です。  

  

   

（ ３ ） 間接経費（ 総事業費に含める こ と が出来ない経費）  

専ら 事業実施のために必要な経費以外の事務消耗品、 光熱水費等など の経常的

な経費は、 総事業費に含める こ と はでき ま せん。   

１ 時間当たり  1, 071 円×活動時間 
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４  応募方法 

ア 事前相談（ 必ず、 ご相談く ださ い。 ）  

事業提案に先立ち、 事前相談を行いま すので、 必ずご相談く ださ い。  

＜相談内容＞ 

○ 提案事業が本事業の趣旨に合致し ている かど う かの確認 

○ 地域ニーズのマッ チングについての情報提供 

○ 県と の協働の手法に関する こ と  

〇 事業を実施する パート ナーと のマッ チングに関する こ と  

○ 総事業費の対象経費や算定方法に関する こ と  

○ 審査基準への適合性に関する こ と  

イ  提案手続き  

次の様式に必要事項を 記載の上、 申し 込み・ 問合せ先へ事業提案書等のデータ を

メ ールでご提出く ださ い。 なお、 提出先のメ ールアド レ ス については、 申し 込み・

問合せ先ま でお問合せく ださ い。 問合せいただいた方に、 別途ご連絡し ま す。  

様式は、 県西地域県政総合センタ ーのホームページから ダウ ンロ ード でき ま す。  

なお、 提出いただいた応募書類は返却でき ま せんので、 あら かじ めご了承く ださ

い。  

① 事業提案書 

② 提案者等調書 

③ 提案企画書 

④ 事業費積算書 

⑤ 労務換算額計算書 

 

５  審査 

（ １ ） 審査基準 

 項 目 内 容 

１  課題認識性 
かながわ西エリ アの地域活性化のための課題を

的確に捉えた取組である か。  

２  独創性・ 新規性 
他の地域でのモデルと なる など 、 新し い取組で

ある か。  

３  公的支援の必要性 

地域ニ ーズ に沿っ たも ので、 その取組のた め

に、 広域的な観点から 、 支援を する 必要がある

のか。  

４  有効性・ 効率性 

目的や成果目標は明確である か。 ま た、 将来を

見据えた費用対効果の視点を 持っ た検討がなさ

れ、 効率的な事業内容と なっ ている か。  

５  実現可能性( 計画性)  
実施体制や進行管理方法が示さ れた実現可能な

計画、 方法と なっ ている か。  

６  継続・ 発展可能性 事業の継続や拡大の可能性を 期待でき る か。  
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（ ２ ） ヒ アリ ングの実施（ 必要に応じ て）  

審査に先立ち、 必要に応じ て、 審査委員から 提案者へのヒ アリ ングを実施し ま す。

実施日は、 提案者と 調整し たう えで、 県西地域県政総合センタ ーが指定する 日時と し

ま す。 現在のと こ ろ、 令和５ 年６ 月下旬頃にオンラ イ ンで実施予定です。  

（ ３ ） 審査 

県西地域県政総合セン タ ーにおいて、 審査会を 開催し 、 提案の採否を決定し ま す。

その際、 関係市町の意見を 伺いま す。 審査結果は、 応募者全てに対し て、 お知ら せい

たし ま す。 なお、 採否についての審査結果の公表は行いま せん。 （ 採択さ れた事業の

実施結果は、 ホームページ等で公表し ま す。 ）  

 

６  事業の実施 

  事業は、 県と 事業実施者が実行委員会を 組織し 、 その体制の下で、 次のと おり 、 一定

の役割分担を 定めたう えで、 必要経費等を双方が負担する こ と によ り 、 実施し ま す。  

（ １ ） 契約等の締結 

採択さ れた事業について、 事業実施者及び県は、 それぞれの役割分担や負担額の支

払い方法、 協働によ り 生み出さ れる 権利等の帰属など を 明ら かにし た契約等を 締結し

ま す。 契約締結で、 費用負担を 含めた役割分担が決定し ま す。 事業の着手については、

採択後から 可能と なり ま すが、 契約以前の費用については、 県負担額の対象と なり ま

せんので、 採択から 契約締結前ま での事業実施については、 注意が必要です。  

（ ２ ） 負担金の交付 

県は契約等に基づき 、 負担金を 支出し ま す（ 概算払い） 。  

（ ３ ） 実行委員会の開催 

事業開始時や事業完了時など 、 定期的に実行委員会を開催し 、 進捗の報告など をし

ていただき ま す。 実行委員会の事務局は、 事業の提案者側に受け持っ ていただき ま す。  

（ ４ ） 事業進捗状況確認 

   県は、 別に指定する 方法で、 定期的に、 事業の進捗状況を 確認し ま す。  

（ ５ ） （ 事業の変更手続き ）  

事業の実施内容や各費目間の金額を 変更する 場合は、 事前に県の承認が必要と なり

ま す。 承認が必要な場合については、 契約書で定めま すが、 流用元及び流用先の費目

の 20％を 上回る 流用は手続き が必要と なり ま す。  

（ ６ ） 事業実績報告 

事業完了後、 速やかに事業実績報告書、 事業着手日が確認でき る も の（ 発注書等） 、

収支決算書等（ 支払等が確認でき る 書類を 添付し たも の） を 提出し ていただき ま す。  

（ ７ ） 事業費の確定及び精算 

事業実施者及び県は、 上記の事業実績報告と 併せて総事業費の額を 確定し 、 県負担

額の確定額が当初予定し た事業費と 異なる 場合には、 精算手続き を 行いま す。  
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７  全体ス ケジュ ール 

 

  提    案    募    集  

                    

  事    前    相    談  

   

  応 募 受 付  

 

  ヒ     ア    リ     ン   グ    

 

     審        査     

 

  採 択 事 業 の 決 定   

 

  事 業 実 施 に 向 け た 調 整  

  

  契 約 等 の 締 結  

 

  事 業 実 施  

 

  事  業  進 捗 状 況 確 認  

 

  事業実績報告・ 事業費の確定及び精算  

 

 

 

８  その他 

（ １ ） 応募書類の内容は、 採択さ れた提案については、 個人情報を 除き 原則公開と し ま す。  

  採択さ れなかっ たも のについては、 公開し ま せん。  

（ ２ ） 事業の成果は、 原則と し て事業実施者及び県の双方に帰属し 、 公表する も のと し ま

すが、 具体的には事業実施者と 県が協議し 、 契約等に定める こ と と し ま す。  

（ ３ ） 事業実施者が成果を公表する 場合には、 本制度によ る 成果である こ と を 明示し てく

ださ い。  

  

＜第１ 期＞  

令和５ 年５ 月９ 日（ 火） から 、  

令和５ 年６ 月８ 日（ 木） 17 時ま で 

＜以 降＞ （ 予算の範囲で） 随時受付 

＜第１ 期＞  

令和５ 年８ 月上旬頃を予定 

 

事業実施者と 県は、 費用負担を 含め、 そ

れぞれの役割分担等を 明ら かにし た契約

等を締結し ま す。  

 

採択後であれば、 契約締結前であっ ても

事業の実施は可能ですが、 契約締結以前

の費用については、 県の負担等の対象と

なり ま せん。  

採択から 契約締結前ま での事業実施につ

いては、 注意が必要です。  

応募の前に、 必ず事前相談を 行っ てく だ

さ い。  

必要に応じ て実施する こ と と し 、 実施日

は提案者と 調整のう え、 決定し ま す。  

＜第１ 期＞  

令和５ 年６ 月下旬から ７ 月上旬を予定 
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９  令和４ 年度採択事業の概要 

提案者 事業名 事業概要 
総事業費（ 千円）  

( 県負担額( 千円) )  

株式会社ア ッ ド

プラ ン 

親 子 で 飛 ば す 初

め て の ト イ ド ロ

ーン 

子供に人気のト イ ド ロ ーン 教室

で親子を 集客し 、 地域ボラ ン テ

ィ ア の方が操作説明を 行い、 そ

の中で、 近隣の立ち 寄り 先を 紹

介し 、 そのエリ ア を 知っ て も ら

う 。 こ れを あ し がら 地域の各所

で行う こ と で、 全体の認知度を

広め、 リ ピ ータ を 増やし 活性化

を 図る 。  

 

２ ４ ４ 千円  

（ １ ５ ５ 千円）  

株式会社湘南ベ

ルマ ーレ フ ッ ト

サルク ラ ブ 

ベルフ ァ ーム かな がわ西エリ ア の耕作放棄地

を 利用し た 、 農業・ 福祉の連携

事業を さ ら に促進し て いく こ と

を 目的と し 、 農業・ 福祉連携事

業 「 ベ ル フ ァ ー ム 」 へ 地 域の

方々を 募集し て 農業体験を 実施

する 。 こ の事業では、 認知拡大

に取組み、 地域の産業や SDGs な

ど を 地域の方々が考え る 機会を

創出する 。  

 

１ ９ ０ 千円  

（ ９ ７ 千円）  

大井町若手農業

者の会 

Agr i  Act i vat i on 

( 農業活性化) に

よ る Regi onal  

Revi t al i zat i on 

( 地方創生) プ ロ

ジェ ク ト  

若手農業者や新規就農者の所得

向上・ 地域定着を 図る た め、 組

織化を 図り 、 販路の拡大や単価

の 向 上 に 取 り 組 む。 具 体 的に

は、 販路拡大に向け た契約獲得

のた めのマルシ ェ への出店や、

販促ツ ールの作成。 ま た 、 将来

的な 法人化・ 産地化を 目指し た

定 期 的 な 意 見 交 換会 を 開 催す

る 。  

 

６ ２ ６ 千円  

（ ４ ９ ５ 千円）  

  （ 順不同）  

 

 

 

 

 申し 込み・ 問合せ先                                 

  〒250-0042 小田原市荻窪 350-1 

  小田原合同庁舎内 県西地域県政総合センタ ー 企画調整部企画調整課 

  電話 0465( 32) 8000（ 代表）  

  フ ァ ッ ク ス  0465( 32) 8111 

  Ｅ -mai l アド レ ス  別途お問い合わせく ださ い。  


